
南島原市人事行政の運営等の状況

令和７年１０月

南島原市





１　職員の任免及び職員数に関する状況（令和６年度）

15 人

　（２）職員の退職の状況

9 人

1 人

4 人

1 人

0 人

15 人

　（３）部門別職員数の状況（令和６年４月１日現在）

5 人

105 人

30 人

47 人

14 人

37 人

59 人

51 人

348 人

46 人

20 人

5 人

11 人

36 人

430 人

２　職員の人事評価の状況

　（１）職員の採用の状況

新規採用数

一般行政職

区分

総　　　合　　　計

死亡退職

退職手当の支給なし

計

　　　　　　　　　　　区分
部門

一　般　行　政

農林水産

小計

退職者数区分

定年前早期退職

普通退職

職員数

企業会計等会計部門

水道

土木

総務

民生

定年退職

商工

税務

議会

　平成２６年５月に地方公務員法が改正され、人事評価を全ての職員に実施し、評価結果を任
用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用することとされました。
　このため本市においては、適正に人事評価を実施することにより、人材育成と組織の活性化並
びに住民のサービスの向上・市民の信頼に応えることを目的に、平成２７年度に試行を実施し、
平成２８年度から本格導入しております。

衛生

教　　　　　育

下水道

小計

その他
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３　職員の給与の状況

　（１）人件費の状況（令和６年度普通会計決算）

（参考）

（６年度末） A B B/A

人 千円 千円 千円 ％ ％

　（２）職員給与費の状況（令和６年度普通会計決算）

A

人 千円 千円 千円 千円 千円

　（３）ラスパイレス指数の状況

　（４）職員の平均給与月額（令和６年４月１日現在）

歳 百円 百円

歳 百円 百円

　（５）職員の初任給の状況（令和６年４月１日現在）

円 円

円

　（６）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和６年４月１日現在）

百円 百円 百円

百円 百円 百円

百円 百円 百円

（注）ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の
　　　給与水準を示す指数です。

経験年数10-15年

2,704

経験年数20-25年

高校卒 0

2,445高校卒
一般行政職

技能労務職

2,830

3,119

0

中学卒

技能労務職

区分

大学卒

196,200

3,231

0

経験年数15-20年

164,000

166,600

3,563

高校卒

10.3

一般行政職

　　　２　職員数は、令和６年４月１日現在の普通会計の一般職員の人数です。

区分

一般行政職

－

一般行政職

1,475,235 10

技能労務職

5,919

3,340

平均給与月額

651,042

給　　　　　与　　　　　費職員数

3,270

2,397,007

3,800

97.3

区分

一人当たり

計　　B給料

250,7841,495,181

職員手当

4,437,435

実質収支歳出額

５年度の人件費率

　

期末・勤勉手当

区分 大学卒

405

令和６年度

給与費　B/A

人件費率

3,056

人件費

42,902,131

人口

40,257

平均年齢

－

45.6

平均給料月額

（注）１　職員手当には、退職手当は含まれていません。

55.5

－
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　（７）一般行政職の級別職員数の状況（令和６年４月１日）

1 級 人 ％

2 級 人 ％

3 級 人 ％

4 級 人 ％

7 級 ％

　（８）職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当（令和６年度支給割合）

月分 月分 月分

月分 月分 月分

月分 月分 月分

イ　退職手当（令和６年４月１日現在）

月分 月分

月分 月分

月分 月分

月分 月分

千円 千円

ウ　地域手当（令和６年４月１日現在）

千円

　円

9.9

1.025 2.25

職員1人当たり平均支給年額（令和６年度決算）

406

9

勤勉手当期末手当

6月期 1.225

課長、支所長、会計管理者、農業委員会事務
局長、監査委員事務局長、議会事務局次長、
室長、園長、教育参事監、主幹

級

1.025

区分 計

（注）１　南島原市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則に基づく行政職

　　　　給料表の職務の級の区分による職員数です。

人5

部長、教育次長、議会事務局長、衛生局長

2.25

　　　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する職務です。

19.6

33.2級

人 ％

構成比職員数

63

47

32

11.6

134

主事

79

参事

副参事

主事補

主査

標準的な職務内容区分

2.2

292

　　額です。

最高限度額

14,729

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和６年度に退職した職員に支給された平均

33.27075

なし

22,166

28.0395勤続25年

区分 自己都合退職

支給実績（令和６年度決算）

1.225

2.05

12月期

計

（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

2.45

・役職加算　5～15％

％

7.9

15.6

１人当たり平均支給額

勤続35年 39.7575

その他の加算措置

97,212

47.709

47.709

勧奨・定年退職

24.586875

4.50

勤続20年 19.6695

47.709
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エ　特殊勤務手当（令和６年４月１日現在）

千円

オ　時間外勤務手当（令和６年度決算）

千円

千円

カ　その他の手当（令和６年４月1日現在）

扶養親族を有する職員に支給

（ア）　配偶者 　 円

（イ）　子 　　　　 円

（ウ）　父母等 　　 円

（エ）　配偶者がない場合の子 (１人のみ）　　 円

（オ）　配偶者がない場合の父母等（１人のみ）　 円

（カ）満16歳の年度初めから満22歳の年度末　

　　　までの子がいる場合の加算額　 円

（ア）　借家・借間に居住し、一定額（16,000円）を超える家賃を

　　　支払っている職員

　　① 家賃額が27,000円以下である場合

家賃額から16,000円を控除した額

　　② 家賃額が27,000円を超える場合

家賃額から27,000円を控除した額

の2分の1（その控除した額の2分

の1が17,000円を超えるときは

17,000円）に11,000円を加算した額

　　③ 家賃額が61,000円以上の場合

28,000円

10,000

6,500

日額 2,000円

支給実績

10,000

6,500

手当名

扶養手当

274

内容及び支給単価

日額 2,000円

5,000

6,500

行旅病人及び
行旅死亡人取
扱い手当

支給実績（令和６年度決算）

93,617

住居手当

業務従事者

職員1人当たり平均支給年額

主な支給対象職員

2

感染症又は伝染病の病原体の付着した物件
若しくはその付着の疑いのある物件の処
理、消毒等

感染症防疫作
業手当

左記職員に対す
る支給単価

主な支給対象業務

手当の種類（手当数）

0

行旅病人の救護又は行旅死亡人の死体措置

業務従事者

手当の名称
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通勤距離（片道）が2km以上の職員に支給

（ア）　バス等の交通機関を利用して通勤する場合

運賃等相当額が月55,000円以下に

ついては運賃等相当額

（イ）　自動車等で通勤する場合

通勤距離に応じ月2,000円から31,600円

（ア）　部長等 円

（イ）　局長等 円

（ウ）　課長等 円

（エ）　支所長等 円

円 （令和６年度支給割合） 870,000×600/100×在職年数

円 　 6月期　1.7月分 678,000×360/100×在職年数

円 　12月期　1.7月分 609,000×250/100×在職年数

円 　　計　　3.4月分

円

円

ない範囲内で支給

給料

管理職員特別
勤務手当

管理又は監督の地位にあるものに対し、その職務の特殊性に応じて支給

宿直勤務を命ぜられた職員に支給　1回につき4,200円（5時間未満の場合は1/2）

よる休日若しくは年末年始の休日に勤務したときに1回につき8,000円を超え

管理職手当の支給対象職員が臨時又は緊急の必要により週休日又は祝日法に

609,000

期末手当

678,000

教育長

副市長

宿日直手当

通勤手当

退職手当給料月額等

435,000

休日勤務手当 する職員に対し、その勤務1時間につき正規の勤務時間における１時間当た

348,000

に対し、その勤務1時間につき正規の勤務時間における1時間当たりの給与

区分

議長

報酬

キ　特別職の報酬等の状況（令和６年４月1日現在）

夜間勤務手当

870,000

副議長 365,000

議員

祝日法による休日又は年末年始の休日において、正規の勤務時間中に勤務

りの給与額に100分の135を乗じて支給

市長

内容及び支給単価手当名

管理職手当

正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員

額の100分の25を乗じた額を支給

41,500

45,700

57,500

66,300
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４　職員の勤務時間その他勤務条件の状況

　（１）勤務時間（令和６年４月1日現在）

　（２）休暇等制度（令和６年４月1日現在）

感染症による入院等のための休暇 必要と認められる期間

災害等により出勤が困難なための休暇 必要と認められる期間

災害等により住居の滅失等のための休暇 7日の範囲内の期間

証人等として官公署へ出頭のための休暇 必要と認められる期間

公民権行使のための休暇 必要と認められる期間

産前休暇 産前8週間（多胎妊娠は14週間）

産後休暇 出産の日の翌日から8週間

育児のための休暇（生後満1年に達しない子） 1日2回各30分以内

生理休暇 必要と認められる期間

父母の祭日に法要等を行うための休暇 1日

結婚休暇 連続する7日の範囲内の期間

妻の出産休暇 2日の範囲内の期間

体育大会に役員等として参加するための休暇 必要と認められる期間

年5日の範囲内の期間

不妊治療のための休暇
年5日の範囲内の期間（体外受精及び
顕微授精に係るものの場合は10日以
内）

6月から10月までの期間内において連
続する3日の範囲内の期間

夏季休暇

区　　分

1週間当たりの勤務時間

区　　分

38.75時間（7.75時間×5日）

子の看護休暇（義務教育終了前の子）

勤務時間等

妻の出産に伴い、当該出産に係る子または小学
校就学の始期に達するまでの子を養育するため
の休暇

年5日の範囲内の期間（子が2人以上の
場合は10日以内）

年次有給休暇

年5日の範囲内の期間（要介護者が2人
以上の場合は10日以内）

特別休暇
忌引休暇

１年につき20日（前年の残日数を20日
まで繰越可）

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満
24週から満35週までは2週間に1回、妊
娠満36週から出産までは1週間に1回、
産後1年まではその間1回

内　　容種　　類

療養のため勤務しないことがやむを得
ないと認められる必要最小限度の期間

短期介護休暇

（国民の祝日及び12月29日から1月3日を除く）

午前8時30分から午後5時15分まで

病気休暇

毎週月曜日から金曜日までの週5日間

妊娠中又は出産後1年以内の職員が法令に基づ
く保健診査等を受けるための休暇

死亡者の区分に応じ1日から7日の範囲
内

休憩時間（12時00分から13時まで）を除く7.75時間勤務
1日当たりの勤務時間

勤務を要する曜日

療養のための休暇
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　（３）一般職員の年次有給休暇の取得状況（令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで）

日 日 人 日 ％

（注）　対象職員は、一般行政職の職員です。

　（４）介護休暇の取得状況（令和６年度）

男性職員 0

女性職員 0

0

５　職員の休業に関する状況

　（１）育児休業及び育児のための部分休業の取得者数

（注）　上段は、令和６年度に新たに取得した者、下段は、令和５年度から令和６年度にかけて

取得者数

介護を必要とする者の継続する状態ご
とに、3回を超えず、かつ通算して連
続する6月の範囲内で指定する期間

区分
祖父母子

420

配偶者
計 配偶者 その他兄弟姉妹 孫

種　　類

年5日の範囲内の期間

総取得日数

要介護者数（職員との続柄別）

骨髄液提供のための休暇

介護休暇
取得者数 父母

区　　分

育児休業

満35歳、満45歳、満55歳を迎える年度
の初めから1年以内において連続する3
日の範囲内の期間

人間ドック休暇

社会貢献活動のための休暇

年2日の範囲内の期間

（単位：人）

13

対象職員数

３歳に満たない子を養育するための休業（無
給）

必要と認められる期間

0

区分

の父母

男性職員

0

1

2 0

（単位：人）

0

うち両休業

0

　　　　　引き続いている者の数です。

5

02

計 0

1

計
1

取得者数

女性職員

0

総付与日数

0

育児休業

14

部分休業

取得者数

0

0

介護休暇

リフレッシュ休暇

配偶者等の介護のための休暇（無給）

0

平均取得日数

33.7

当該子が３歳に達する日までの期間で
承認された期間

5,449

1

特別休暇

消化率

16,153

内　　容
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６　職員の分限及び懲戒処分の状況（令和６年度）

　（１）分限とは、職員がその職責を十分に果たすことができない場合に、公務能率を維持する

　　　ため、職員の意に反して一定の処分を行うことです。

　　　職員の分限処分の状況

0 0 0

　　　　　　第2項第1号

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 18 0 18

0

0

（注）人数は延べ人数です。

　（２）懲戒とは、職員の義務違反に対して任命権者が課する制裁であり、職員の責任を明らかに

　　　することにより地方公共団体の規律と秩序を維持するための処分を行うことです。

　　　職員の懲戒処分の状況

0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 1 3

７　職員の服務の状況

　（１）「すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に

　　　当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」という根本基準のほか、次の

　　　ような義務が定められています。

ア　法令等及び上司の職務上の命令に従う義務

イ　信用失墜行為の禁止

ウ　秘密を守る義務

エ　職務に専念する義務

オ　政治的行為の制限

カ　争議行為等の禁止

キ　営利企業等の従事制限

（単位：人）

180

休職 合計

18

降給 失職免職降任

職に必要な適格性を欠く場合

1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　処分の種類
処分事由

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　処分の種類
処分事由

地公法第28条第1項第3号

勤務実績が良くない場合

地公法第28条第1項第2号

地公法第28条第1項第1号

心身の故障の場合

0

0

訓告等

地公法第28条第4項により失職した者

0

刑事事件に関し起訴された場合

地公法第28条第1項第4号

1

（単位：人）

免職減給 合計停職

0

0

計

地公法第29条第1項第1号

全体の奉仕者たるにふさわしくない非

廃職、過員を生じた場合
職制、定数の改廃、予算の減少により

条例で定める事由による場合

地公法第28条第2項第2号

地公法第28条第4項に基づく条例により失職しなかった者

0

た場合
地公法第29条第1項第2号職務上の義務に違反し又は職務を怠っ

地公法第29条第1項第2号
行のあった場合 0 10

戒告

00

0 0

法令に違反した場合

計

地公法第27条第2項

2
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８　職員の退職管理の状況

９　職員の研修の状況（令和６年度）

1 人

1 人

2 人

30 人

38 人

117 人

１０　職員の福祉及び利益の保護の状況（令和６年度）

　（１）福利厚生制度に関する状況

246 人

171 人

　（２）公務災害の状況

0 件

1 件

人

（ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ）

0

ニーズ研修

行政事務の能率化、改善等の向上に関する研修を自主的に
行い、職員が自己啓発を図るための研修

南島原市職員の退職管理に関する規則により適正に管理を図っています。

自主研修

階層別研修

通勤災害

人

人0

長崎県等

93

受講者数（延数）

200

人

自治大学校

職務を遂行するために必要とする専門的知識、技能等を習
得するための研修

内　　　容

公務災害

新規採用職員研修

能力開発、意識改革等を目的とし、質の高い住民サービス
を提供できるようにするための研修

時間的制約をうけることなく自己啓発、意欲向上を図るた
めの研修

人間ドック

通信教育研修

区分

派遣研修

受診者数

種類

資質の向上及び専門的な知識、技能等を習得し、幅広いも
のの見方・考え方の養成をするための研修

市町村職員中央研修所

研修区分

職員の階層・年齢に応じ、職務遂行に必要な基礎的な知識
を習得するための研修

定期健康診断

発生件数

専門研修

管理職研修（DX）
市独自研修
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１１　職員の競争試験及び選考の状況（令和６年度）

　（１）競争試験の状況

男 女 計 男 女 計

16 5 21 4 1 5

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3 1 4 1 0 1

11 4 15 1 1 2

1 0 1 0 0 0

5 1 6 2 0 2

0 0 0 0 0 0

計 36 11 47 8 2 10

（注）　令和７年４月１日に採用するためのものです。

１２　勤務条件に関する措置の要求の状況（令和６年度）

該当なし

１３　不利益処分に関する不服申立ての状況（令和６年度）

該当なし

大学卒業程度 若干名

建築 社会人経験者 若干名

一般事務

受験者数

行政

採用予定数

土木

大学卒業程度 若干名

若干名

合格者数

（単位：人）

試験区分

行政 社会人経験者 若干名

社会福祉士 大学卒業程度 若干名

学芸員 大学卒業程度

高校卒業程度 若干名

土木 高校卒業程度 若干名

試験職種
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